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第 3 章 
 

インドネシアの海外雇用政策 
——「移住労働の女性化」を中心に—— 

平野恵子 
 

 

1. はじめに 

1979 年の開発 5 ヶ年年計画（REPELITA III1）で移住労働に言及がなされて以来、インドネシア

は具体的な送り出し目標数を設定し海外への移住労働を積極的に展開してきた。 

1970 年代初頭、インドネシア人移住労働者の中で も多い数を占めていたのは、その歴史的

経緯からオランダの会社による船舶のセクションで、移住労働者も男性が中心であった。しかし 80
年代に入ると渡航先に変化がおこると同時に「移動の女性化」が顕著となってくる。70 年代には男

性の半分ほどの送り出し人数であったのが、80 年代に入ると男性のそれを倍近く上回るようになっ

た。その傾向は変わることなく、2007 年のデータでは、男性の 15 万 2887 人に対して女性の 54 万

3859 人と4 倍近い。こうした移住労働の女性化と海外雇用政策には、いったいどのような関連があ

るのだろうか。 

本稿では、このような関心を背景に現代インドネシアの海外雇用政策の変遷を労働力の女性

化を中心に論じる。これまでに施行された政策の全体像を明らかにすることが本稿の目的である。 

論は次のように進める。まず、本論に入る前に近年のデータからインドネシア人の国際移動に

関する概要を描く。次に、海外雇用政策に関わる政府機関とその基本的な役割・業務について確

認する。第 3 節では、筆者の聞き取りをもとに移住労働の国内における雇用の一般的な流れを提

示する。第 4 節では、インドネシアにおける初の移住労働者規定法である 2004 年法制定にいたる

までの経緯と、80 年代に繰り広げられた女性移住労働者保護論争を取り上げることで、当時の政

府のスタンスを読み取ることにしたい。さらに 2004 年法の条文を検討し、制度化されていく移住労

働について開発政策との関連から考察を加えたい。続く第 5 節で移住労働に関する 新の規定

である 2006 年大統領令の課題を整理し、結びで海外雇用政策全体から浮かび上がる課題につ

いて検討する。 

 

2. 今日のインドネシア人の国際移動 

本節では、データからインドネシア人の国際移動を概観することにより、同国の国際労働移動を

取り巻く環境を提示する。 

 

2-1. 海外労働者数 

労働・移住省（Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi）は、74 年以降の海外移住労働者

数をデータとして蓄積している。1979 年の段階になると目標数を 10 万人に設定、数は下回ったも

のの、次期の 1984 年～89 年には 22 万 5 千人を送り出すことを目標とし、その数を上回る 29 万

人強が海外で働いている。その後も数の上昇傾向は変わることなく、現在インドネシアは、東南ア

ジアでフィリピンに次ぐ第 2 位の送り出し国となっている。 
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2-2. 男女比 

 次に移住労働者の男女比についてみてみる。冒頭でも触れたように、70 年代は男性が女

性の数を上回っていたが 80 年代に入ってからは女性の数が男性を逆転するようになり、こ

の傾向は現在にいたるまで変化していない。 

 

表１) インドネシア移住労働者数 1969 年～2007 年 

 目標 女性 男性 計 

1969-74 * * * 5,624 

1974-79 * 3,817 12,235 16,052 

1979-84 100,000 55,000 41,410 96,410 

1984-89 225,000 198,735 93,527 292,262 

1989-94 500,000 442,310 208,962 651,272 

1994-98 1,250,000 503,980 310,372 814,352 

1999-2004 2,800,000 1,714,052 598,885 2,312,937 

2005 ** 325,045 145,699 470,744 

2006 **  541,708 138,292 680,000 

2007 ** 543,859 152,887 696,746 

*データなし 

**2005 年～2009 年の目標：6,000,000 

出典：労働・移住省 DITJEN PPTKLN, BNP2TKI pusat penelitian, pengembangan dan informasi より筆者作成 

 

図 1) インドネシア移住労働者数男女比（1994 年～2007 年） 

 

出典：労働・移住省 DITJEN PPTKLN, BNP2TKI pusat penelitian, pengembangan dan informasi より筆者作成 
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2-3. 就労先 

 就労先を地域別にみると、アジア、中東、ヨーロッパと世界中に広がっている。例として 2007 年

のデータを見てみると、アジア2への渡航が 50,2%、中東3への渡航が 49,2%と 2 地域で 99%強を

占めている。特にマレーシア（39.7%）とサウジアラビア（45.2%）が多く、この傾向は 1994 年から変

化していない。なお、2007 年の国別移動先では、就労数が多い順にサウジアラビア、マレーシア、

台湾、シンガポール、香港、アラブ首長国連邦となっている。 

 

2-4. 職種 

 労働・移住省が出している統計は大きくフォーマルとインフォーマルに類型化している。フォーマ

ルセクターとは、看護師、運転手、建設労働者、農場・プランテーションでの就業、レストランやホ

テルでのサービス業を指す。インフォーマルセクターとは、家事労働者を意味しており4、それ以外

の労働をすべてフォーマルセクターに組み込んでいることが特徴であろう。 

 

表 2) 移住労働者国別就労先                             （1994 年～2007 年） 

出典：労働・移住省 DITJEN PPTKLN, BNP2TKI pusat penelitian, pengembangan dan informasi より筆者作成 
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表 3) 移住労働者セクター、男女別 

フォーマル（人） インフォーマル（人） 年 

男性 女性 

フォーマル

計 男性 女性 

インフォーマル

計 

2005 136,607 60,267 196,874 12,658 264,778 277,436

2006 112,975 64,520 177,495 25,025 477,480 502,505

2007 132,755 63,436 196,191 20,131 480,423 500,555

2008 ― ― 269,577 ― ― 479,248

出典：BNP2TKI pusat penelitian, pengembangan dan informasi より筆者作成 

 
3. 海外雇用政策に関わる政府機関 

次に、海外雇用政策に関わるおもな政府機関とその基本的な役割・業務について確認してお

きたい。インドネシアの海外雇用政策を具体的に管轄している省庁は、労働・移住省、海外労働

者派遣・保護庁そして外務省である。具体的には、労働・移住省が省令などの規則や基準の設定

そして民間斡旋業者（PPTKIS5/ PJTKI6、以下 PPTKIS）の監督などをおこない、海外労働者派遣・

保護庁が海外労働者の渡航管理やスカルノ・ハッタ空港にある移住労働者帰国専用ターミナル

の運営等、実質的オペレーションを担っている。外務省は、渡航後のインドネシア人の保護・監督

を担当している。 

 

表 4)  1984 年～2000 年 移住労働者の職種 

職種 1984-1989 

(%) 

1989-1994 

(%) 

1994-1999 

(%) 

1999-2000 

(%) 

家事労働 70.2 59.7 40.4 41.5

農場・プランテーション 11.8 22.1 10.9 4.8

金融・商業 1.8 - 20.9 12.2

ホテル・配膳業 0.3 - 0.1 -

エネルギー・水道事業 0.3 0.9 - -

鉱業・石油関連 - 5.2 - -

輸送関連 14.2 14.2 7.1 4.8

製造・加工業 - 2.1 13.6 22.0

建設 1.5 0.1 7.0 0.9

出典：Hugo(2005:59), Krisnawati(2006:37) 

 

3-1. 労働・移住省 

1945 年 8 月 19 日にインドネシア独立委員会は省庁の数を決定した。その過程で、1947 年労

働・社会省として発足、その後数回の編成を経て 1978 年に労働・移住省となった。1983 年に労働

省と移住省に別れたが、2001 年に再度労働・移住省として現在の形になっている。 
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 次に述べる BNP2TKI が実際のオペレーションを担うとすれば、労働・移住省はおもに規定の策

定や斡旋業者 PPTKIS への申請許可、調査等をおこなっている。移住労働者が加入することにな

っている保険（2004 年法 68 条）についても同省の管轄である。 

3-2. 海外労働者派遣・保護庁 
（BNP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenega Kerja Indonesia） 

2004 年法7（海外インドネシア人移住労働者の派遣と保護に関する法律）94 条で設置が義務付

けられ、2006 年大統領決定 81 号（海外インドネシア人移住労働者派遣・保護庁に関する大統領

決定）8によりインドネシア人移住労働者の派遣・保護の専門化を目指して設置が実現にいたった

のが本庁で、大統領直属の機関である。各省庁からの出向で構成されており（2004 年法 96 条）、

筆者が確認できた出向省庁は外務省、労働・移住省、内務省、国家教育省、警察庁であった9。

BNP2TKI は、大統領直属の機関ではあるが（同法 94 条 3 項）、労働・移住省発行が定める省令

や政策に拘束され、それの実施を担うという組織的には微妙な位置にある10。これはそもそも、

2006 年以前は BNP2TKI が労働・移住省の一部門であったものが、大統領決定によって移住労

働者の派遣・保護専門機関として独立したため以前の司令機構が未だに残っていること、そして

年間数十億ドルの送金が本国に流れ込んでくる移住労働者ビジネスの権益争いを反映している

と推測される11。 

 BNP2TKI の業務目的は、次のように整理される。第一に、海外における雇用機会を創出するこ

と。第二に海外労働者派遣のための技能向上、サービスを提供すること。第三に、海外労働者の

安全確保、保護、エンパワーメントを行うこと12。第四に、海外労働者の派遣と保護における制度

的仕組みの改善をおこなうこと。主要業務として、（1）ホームページなどでの雇用情報の提供（2）

本部における技能訓練の実施、（3）主要受け入れ国での給与基準の設定13（4）斡旋業者の監督

（5）出入国港と主要送り出し地域との移住労働者の送迎があり、（5）については、地方である

BP3TKI14によって業務がおこなわれている。 

 BNP2TKI が取り扱う海外雇用の形態は、（1）民間斡旋業者を通した雇用、（2）政府間交渉によ

る雇用の 2 種類である。現在 508 の民間斡旋業者が業務をおこなっており15、政府間交渉による

雇用は日本と韓国との間で実施されている。 

 

3-3. 外務省 

この 2 機関に加えて、受け入れ諸国での大使館で労働者の支援、保護の役割を担うのが外務

省である。マレーシアやサウジアラビアの大使館では、労働問題の専門員を置いている。これは、

2004 年法 78 条で決定された項目で、「移住労働者の保護」と題された章に置かれている。後述の

ようにシンガポールやマレーシアにおける大使館の移住労働者に対する取り組みは、メディアによ

っても紹介されている16。 

 2004 年法の具体的な実施策を定めた 2006 年大統領令 6 号17では上記 3 つの機関のほかに、

政治・社会・治安担当調整担当大臣、経済担当調整担当大臣、外務省、内務省、財務省、運輸

省、法務・人権省、保健省、国営企業担当大臣、国家開発計画担当兼国家開発企画庁、国家警

察庁長官が移住労働問題の担当省庁として列記されている。ここでは、女性エンパワーメント国

務大臣府は担当省庁に入っていないことを指摘しておきたい18。 

 本節でみたように、インドネシアの海外雇用政策に関わる専門的機関の設置は比較的 近であ

り、第 4 節で検討するように、これはそのままインドネシアの海外雇用に対する姿勢を表していると

考えることが可能だろう。 
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4. 海外移住労働雇用の流れ 

次に、インドネシア国内における移住労働者の雇用の形態はどのようになっているのだろうか。

下に出国までの一般的な流れを図示した。 

移住労働者のほとんどが斡旋業者を通して手続きをおこなっている。 

インドネシア国内におけるリクルートの流れを解説すると、チャロ（calo）と呼ばれるリクルート専

門の人物が、村落で直接リクルートをおこなうことが多い。チャロはその村の出身もしくは移住労働

経験者であることもある。筆者が調査をおこなっている西ジャワ州チアンジュール県の A 市 B 村で

は、前村長がチャロとして重要な役割を担っている。 

その後チャロを通じて、各移住労働者出身地域の中核都市に在住するスポンサー（sponsor）に

紹介される。スポンサーがジャカルタやスラバヤなど大都市にある PPTKIS に何人かをまとめて送

りこむ。この段階で、移住労働者が要する手続きは、①両親（未婚者の場合）／パートナーからの

移住労働許可書、②各村／町長による出国通知書である。その後 PPTKIS 自体もしくは PPTKIS
が提携している訓練所（Balai Latihan Kerja）に送られ研修を受ける。 

研修を受ける期間は一定ではない。筆者の調査地での聞き取りによると、研修を受けるか否か

は PPTKIS の方針により異なる。多くの PPTKIS は、海外渡航の経験があり既にパスポートを所持

している移住労働候補者には研修を課さず、渡航先のビザがおりるまで各事務所で待機させてい

る。この場合は出国、就労に必要な手続きに要する期間のみにおこなわれる名目上の研修である

と想定される。研修を課す場合は、渡航先の言語、乳幼児の世話、洗濯機やアイロン、冷蔵庫そ

してオーブンなど家電機器の使い方を学ぶ。午前 8 時から 11 時までの時間がそれに充てられるこ

とが多いようだ。こうした研修を 2 週間程度受けて、パスポートやビザ等必要書類が揃うと渡航先

へと向かうことになる。 

図 2) インドネシア国内における移住労働の雇用の流れ 

 出典：フィールドノートより筆者作成 
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渡航にかかる費用については、筆者の聞き取り調査によれば、雇用にかかる費用は業者負担

となっているにもかかわらず本人負担を課される場合がほぼ 10 割であるといってよい。後に触れる

2004 年法により、PPTKIS は労働・移住省に登録し認可を受けることが義務付けられており、それ

はこうした悪徳な業者を取り締まる意味がある。しかし、周知のように政府関係者や国会議員自身

が PPTKIS を運営していることもあり19、規定に違反する業者への罰則はあるものの20、その効果に

ついては移住労働関係 NGO から疑義が提示されている。チャロやスポンサー、PPTKIS など斡旋

業者に対する規制は 2006 年大統領令においても課題となっており、後の節で触れることにした

い。 

図 3) 家事労働者用雇用契約書の例（サウジアラビア）：2008 年筆者入手 

出典：インタビュイーより提供 
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研修が終了し、雇用契約の段階でも問題は多い（奥島 2008、宮本 2000、Anggaraeni 2006, 
Hugo 2005, Human Rights Watch 2008, Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, CARAM 
Indonesia 2002, 2003）。筆者の調査地で 8 割程度の割合を占めるサウジアラビアでの雇用契約を

一例に挙げてみよう。図 3 は西ジャワ州チアンジュール県 A 市 B 村で聞き取り時にインタビュイー

から提供された雇用契約書である。彼女は雇用契約書において労働時間（1 日 8 時間）や休日（1
週間 1 日）が定められていたものの、守られていなかったという。さらに、給料の月額 600 レアルに

ついても雇用主から、生活費だと言われて 500 レアルに下げられている。こうした状況は PPTKIS
の現地パートナーに訴え出ても改善されることはなかったという。男性雇用主からの性的嫌がらせ

も加わったため、彼女は契約終了以前に帰国した21。また、雇用主のもとから逃げ出したために 11
ヶ月刑務所に収監された別の事例では、現地の警察から「インドネシア政府はこちらが何をやって

も黙っている。何か文句があるなら、一生（刑務所に）入れて置く」と脅迫されたという22。受け入れ

国におけるインドネシア人移住労働者待遇はこのように粗末なもので、政府、そして移住労働者

保護に取り組む NGO の課題となっている。 

また、帰国時の空港職員による移住労働者への搾取的な行為は多くの先行研究で指摘さ

れている。1999 年 8 月 31 日に設立された移住労働者専用ターミナルである第 3 ターミナ

ルには椅子がなく、国際便発着の第 2 ターミナルから第 3 ターミナルへの移動は 300 人の

移住労働者を運ぶのに、3 台のバスしかあてがわれないなど非人道的ですらある。帰国後、

各地に帰省するために移住労働者が使用する飛行機のチケットも、通常料金と比べて 3.5
倍と非常に高価である（Anggaraeni 2006, KOMNAS Perenpuan, Solidaritas Perempuan, 
CARAM Indonesia 2002, Krisnawati 2006, Maimunah 2006, Silvey 2007）。 

 
こうした状況はマフィアなどの管理下にあり政府も対応に苦慮していたが、それを改善

すべく 2008 年に新たなターミナルが建設された。BNP2TKI の管轄にあるこのターミナル

4 は、旧来のターミナル群

から離れた場所に設置され

ている。1 日 800 人～1 千人

の帰国者を受け入れるター

ミナルでは、帰国者の 60%
が何らかの問題を抱えてい

るという。そのため NGO
と協働して 200 人寝泊りす

ることが可能な収容所を設

置するとともに、24 時間対

応のクリニックを備えてい

る。さらに、クライシスセ

ンターを用意して、何らか

の事情で子供を捨てていか

ざるを得ないなどの事態に

対処している23。 

 

5. 2004 年法――「保護」と「技能向上」と制度化―― 

 以上、海外雇用政策にかかわる政府機関と、雇用から帰国にいたるまでの具体的な流れを確認

し、移住労働者が渡航先のみならず国内（出国前、帰国後）でも、搾取の対象になっていることが

明らかになった。 

写真）ターミナル 4         （2008 年 12 月 13 日撮影）
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それでは、インドネシアは、どのような推移を経て現在の雇用政策にいたっているのであろうか。

本節では、2004 年法制定にいたるまでの背景をみた後に、2004 年法の条文を具体的に検討、国

家開発政策との関連で考えてみたい。 

 

表 5) 現在（2008 年 8 月末）までの移住労働関連の主な法律・決定等 

 法律・政策 説明 
法律 海外インドネシア人移住労働者の派遣・

保護に関する 2004 年法 39 号 
2004 年 10 月 18 日施行 

大統領

令 
インドネシア人海外移住労働者の派遣・

保護システムの改善政策に関する 2006
年大統領令 6 号 

2006 年 8 月 2 日発令、施行 

大統領 
決定 

BNP2TKI 設置に関する 2006 年大統領決

定 81 号 
2006 年 9 月 8 日決定、施行 
施行より 6 ヶ月のうちにインドネシア移住労働

者の派遣と保護に関する専門的権限の移行

（労働・移住省から BNP2TKI へ） 
中東特にサウジアラビアでの非正規滞在

インドネシア人移住労働者の保護実施機

関による海外インドネシア人移住労働者

の社会保障に関する 2003 年労働・移住

省大臣決定 178 号 

2003 年 6 月 24 日決定、施行 

インドネシア人移住労働者の保険に関す

る 2003 年労働・移住省大臣決定 157 号 
2003 年 6 月 9 日決定、施行 
2006 年労働・移住省大臣規定 23 号により差

し替え 

大臣 
決定 

海外インドネシア人移住労働者の派遣に

関する 2002 年労働・移住省大臣決定 104
号 

2002 年 6 月 4 日決定、施行 
2006 年労働・移住省大臣規定 19 号により差

し替え 
インドネシア人移住労働者の保険に関す

る 2006 年労働・移住省大臣規定 23 号 
2006 年 5 月 23 日決定、施行 

海外インドネシア人移住労働者の派遣と

保護の推進に関する 2006 年労働・移住

省大臣規定 19 号 

2006 年 5 月 12 日決定、施行 

インドネシア人移住労働候補者の収容施

設標準化に関する 2005 年労働・移住省

大臣規定 7 号 

2005 年 4 月 18 日決定、施行 

海外インドネシア人移住労働者の派遣と

保護の推進における行政処分と制裁処分

規定に関する 2005 年労働・移住省大臣

規定 5 号 

2005 年 3 月 8 日決定、施行 

大臣 規

定 

海外へのインドネシア人移住労働者の出

国 終準備に関する 2005 年労働・移住

省大臣規定 4 号 

2005 年 2 月 7 日決定、施行 
2006 年労働・移住省大臣規定 19 号により差

し替え 
出典：2004 年 3 月の調査、Krisnawati 氏の示唆により筆者作成 

 

5-1. 海外雇用政策の開始 

インドネシアが国家開発計画で移住労働者送り出しの具体的な目標数を設定し始めたのは、

経済開発によって国内の秩序と安定を目指したスハルト政権下の第 3 次国家開発計画（1979 年

～83/84 年）からである24。背景には、国内における労働力の余剰がある。1976年の失業率は都市
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部で 19%、村落で 24%であったが、1980 年には同 17%、27%と村落部での失業率が深刻になり

つつあった（REPELITA IV: 261）。加えて、73 年のオイルショックは、インドネシアの移住労働の動

向にも大きな影響を与えた。中東諸国における労働力不足は、中東、東南アジア諸国からの建設

労働者を必要とし、当時すでに積極的な送り出し政策をとっていたフィリピン、タイといった諸国か

ら後れをとる（Robinson 2000: 253）。主として男性を必要とした中東の建設ブームは 1983 年まで

には終わりを告げたが、バングラデシュ、パキスタンが女性の住み込みでの移住労働を禁じ、フィ

リピンも制限していた当時の送り出し諸国の方針を鑑みて、インドネシア政府は家事労働者として

女性を、運転手や庭師として男性を積極的に送り出す方針へと転換をはかった。 

先行研究で指摘されているように、ムスリム人口が 9 割近くを占めるインドネシアにあって、中東、

特にサウジアラビアは、たとえ就労先の家から一歩も出ることがなかったとしてもイスラーム発祥の

地として大変魅力的であり（宮本 2000, Robinson 2000）、メッカへの巡礼渡航時に交付される「ハ

ジ（haj）」ビザもこうした中東諸国での就労を後押しした。さらに、サウジアラビアでは現在にいたる

まで、週休の確保、労働時間の制限などを規定した労働法から家事労働者を除外しており

（Human Rights Watch 2008: 2-3）、NGO から批判されているが、供給側にとっては労働者を「安く

提供」するに好都合である。 

第 4 次国策大綱（1984～89 年/90 年）になると政府はさらなる送り出しに向けて制度を整え始め

る。1984 年には労働・移住省が Pusat AKAN25と名付けられた海外雇用訓練所を設立し（Silvey 
2007: 270）、海外で必要とされる技能を訓練する目的で運営され始めた（REPELITA III: 292）。

AKAN は、雇用拡大、送金による国家歳入の拡大、受け入れ国との関係構築を目標としたが、特

に、女性移住労働者に活動の焦点を当てた（Silvey 2004: 251）26。また、1983 年初頭にインドネシ

ア政府は、中東諸国への移住労働者送り出しに関して仲介業者の参入を許可している。これによ

り移住労働者の数が飛躍的に増大することになった（Robinson 1991）。 

このように政府が送り出しの制度を少しずつ固めていく一方で、受け入れ国で彼女たちが遭遇

する事件も報道されるようになった。Robinson は、1984 年にインドネシア国内で巻き起こったサウ

ジアラビアへのインドネシア人女性労働者送り出しに関する論争について労働・移住省、イスラー

ム団体双方の言説を詳細に分析している（Robinson 2000）27。イスラーム指導者側の主張は、そも

そもムスリム女性は「保護の役割を担う男性の同伴なしでの渡航は禁じられている」としたうえで、

移住労働者に関しては慎重な姿勢を保持したものの政府による早期の状況把握を迫った。またイ

スラームの女性団体（wanita islam indonesia）は、雇用主からの性的虐待による妊娠に関する報

道を受けて、「インドネシア女性の評判を落とす」ため、女性移住労働者の送り出しは中止される

べきであるとの声明を出す。イスラームからの提言はメディアをにぎわし、実態を否定する労働・移

住省大臣との会談開催を大統領が指示するまでになった。会談では、女性移住労働者「保護」へ

の努力で双方の意見が一致したが、「本来であれば守られるべき女性が、それでも妻・母の役割

を遂行するために渡航先で遭遇するかもしれない危険を承知で海外へと向かうのであれば、それ

は『働く側の権利』として禁止することはできない」との政府の留保付「保護」宣言がなされた。政府

による類似の言説は、この年のみならず 90 年代にも繰り返されており、「働く側の権利」という名の

もとに「保護」の責任は移住女性自身に課す構図が当時のインドネシア政府のスタンスであったと

いえる。解決策として政府は、看護師などの技能労働者の派遣の方針を打ち出すものの、受け入

れ国が求める水準の看護師資格制度が当時のインドネシアには存在せず、家事労働者を中心と

した女性の送り出しは増え続けていく。 

90 年代後半に入ると「移住労働者の保険に関する 1998 年労働・移住省大臣規則 92 号」、「イ

ンドネシア人移住労働者派遣の行政組織と具体的行動に関する 1999 年労働・移住省大臣規則

204 号」などが定められるようになる。前者の保険に関する大臣規則は、増え続ける移住労働者へ

の虐待に対し治療費用を補う意味で制定されたが、治療にかかる費用の 大 600 万ルピアの半

分にも満たない額しか提示されず、虐待を受けた移住労働者を受け入れていた病院は、費用を

回収できないことから受け入れの制限を決定したほどであった。また後者は、11 章 84 条のうち 3
分の 2 が派遣のシステムに関する規定で、PPTKIS を労働・移住省の許可制にしたことが大きな特
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徴であったが、労働者保護の側面は皆無に等しいものであったことが NGO の批判を浴びた

（KOMNAS Perenpuan, Solidaritas Perempuan, CARAM Indonesia 2002: 16-24）。 

メガワティ政権下の 2002 年、ようやく海外への移住労働者の派遣に関する労働・移住省大臣決

定 104 号が施行された。これは、「インドネシア人移住労働者派遣の行政組織と具体的行動に関

する 1999 年労働・移住省大臣規則 204 号」を改正したもので、本決定の主要なポイントは次の 3
点に要約できる。第一に、PPTKIS の許可制について定めたこと、第二に移住労働者の必要条件

について定めたこと、第三に海外への移住労働者派遣のメカニズムに関して定めたことの三点で

ある。2002 年労働・移住省大臣決定には移住労働者を保護する章もないわけではないが、

PPTKIS に対する規制により重点が置かれていることが特徴であるといえる。 

以上、法律制定前の移住労働関係政策とその背景を振りかえってきたが、これまでの関連政策

は成長を続ける移住労働産業に関し民間斡旋業者の参入とその規制に重点が置かれ、保護に

ついては 80 年代、90 年代の論争に代表されるように労働者の自己責任とされ、民間に委ねる形

で政府の実質的な対策は先送りにされていた。こうした状況のもと、移住労働者の人権と保護に

重きを置く NGO、政府と同様に法案を作成、国民協議会での審議が始まった。 

 

5-2. 海外労働者の女性化と「保護」の焦点化――2004 年法の成立―― 

2004 年に、メガワティ政権においてインドネシア国民協議会は 2004 年法 39 号を可決した。本

法律制定は、1980 年代以降増え続ける移住労働者の虐待事件や、2002 年 8 月マレーシアへの

移住労働者のうち大量の強制送還者が出たことがひとつの契機となっている。マレーシアからの

強制送還者に対するインドネシア政府の当時の対応は、世論の大きな批判を浴びた。 

マレーシアはカリマンタン島が国境を接していることもありインドネシアからの移民が群を抜いて

多く、現在家事労働者だけでも 30 万人が就労しているとみられている。2002 年、マレーシアは隣

国からの大量の移民を規制するため、インドネシア人の暴動をきっかけに 1959 年そして 1963 年

の移民法を改正施行し強制送還に踏み切った。国内に居住し、滞在もしくは就労許可を持たな

いインドネシア移民を送還したのである。その数は 37 万 6176 人にのぼったという（KOMNAS 
Perempuan, Solidaritas Perempuan, CARAM Indonesia 2003: 28）。特に、カリマンタン島西部のヌ

ヌカン（Nunukan）キャンプに送られた帰還者の環境は劣悪であった。食料や水が十分ではないこ

とに加え、衛生状態が非常に悪く 79 人の死者を出してしまったため、その状況はメディアで大々

的に報道され世間の耳目を集めた。 

ヌヌカンの状況を重くみた LBH-APIK28やソリダリタス・プルンプアン29などの移住労働問題に取

り組んでいる NGO は、市民法を根拠として大統領、副大統領、社会省、労働・移住省、外務省、

移民局を相手取って訴えた。地方裁判所は、この NGO からの提訴に対し勝訴という形で公正の

現実化に努めるよう各関係省庁に促す判決を出した30。NGO が大統領や政府機関を提訴したこ

と自体が画期的であるが、勝訴を導いたこの事件はインドネシア人移住労働者の処遇について、

「保護」の観点から市民社会、政府双方の注目を再度引き寄せることに成功したといえよう。こうし

た背景のうち 2004 年法は成立する。 

それでは具体的に 2004 年法の内容をみてみよう。 

2004 年法は 16 章 109 条から成っており、各章は、「総則」「責任の所在、政府の義務」「TKI の

権利と義務」「海外への TKI の派遣実施」「派遣方法」「TKI の保護」「問題解決」「育成、教化」「管

理、監視」「BNP2TKI 設置について」「行政的制裁」「取り調べ」「刑事事件規則」「その他の規則」

「専門的規則」「結び」に分かれている。 

第 5 章の「派遣方法」に関する規定が 27 条から 76 条までと、条文全体の半分近くを占めている。

本章は、派遣前から派遣終了時までの各段階における PPTKIS の役割と移住労働者に対する責
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任、中央、地方レベル双方における政府の責任について定めている。多くが PPTKIS に関する規

定で、PPTKIS の出発前派遣業務について定義がなされている。例えば派遣業務に必要な許可

の条件、TKI 候補者の雇用の条件（35 条：18 歳以上、妊娠中でないこと、中卒以上）、雇用にか

かる費用の会社負担が明記されている。 

表 6)  2004 年法 39 号 

1章 1～4
2章 5～7
3章 8～9
4章 10～26

① 総則
② 派遣前
③ 雇用契約
④ 収容所での待機時
⑤ 派遣時
⑥ 派遣終了時
⑦ 費用

6章 77～84
7章 85
8章 86～91
9章 92～93
10章 94～99
11章 100
12章 101
13章 102～104
14章 105～106
15章 107
16章 108～109

TKIの保護
問題が起こった場合の処理

27～765章 派遣方法

総則
政府の任務、責任の所在、義務
TKIの権利と義務
海外へのTKIの派遣方法

専門的規則
結び

育成
モニタリング
BNP2TKI

取り調べ
刑事事件規則
その他の規則

行政制裁

 
 

次に多くが割かれているのが、「海外への TKI の派遣実施」に関する章（10 条から 26 条）であ

る。この章も、端的に言えば PPTKIS に関する規定で、PPTKIS の義務とその営業の許可制（12 条、

18 条、19 条）、許可を受けるための条件（13 条、14 条）、PPTKIS が登録時に労働・移住省に預け

るデポジットについて（16、17 条）、目的国での PPTKIS 支社の設置、権限について（20 条から 25
条）定めている。こうした許可の条件や義務に反した PPTKIS は、許可取り消しのみならず刑事事

件の対象であるとして、 長 5 年の懲役刑と 高 50 億ルピアの罰金もしくは禁固刑 長 1 年と

高 10 億ルピアの罰金刑が科されている（102 条、104 条）。 

派遣に関する手続き、PPTKIS の規制や許可について定めると同時に、本法律は保護につい

ても言及した。第 6 章（77 条から 84 条）は、「TKI の保護」と題した章である。移住労働者が権利を

有している旨明記していること（77 条）、一部の大使館に労働専門員の配置を促していること（78
条）が特筆すべき事項といえる。さらに、同法には「ジェンダー平等と公正」という文言が入った（2
条）。実際にはこの用語が何を指すのかは明確ではないが、1 条で同法における用語の定義を行

った後、基本方針を示していると思われる 2 条に、権利の平等、民主主義、社会的公正、反差別、

反人身売買とともにこの一語は入れられている。 

ただし、女性労働者に対する留意は同法が初というわけではなく、女性の役割庁が設置された

1983 年の第 4 次開発 5 ヵ年計画（1983-1988/89 年）で既に女性の労働力の重要性が語られ

（REPELITA IV: 262-263）、国内各州の大学に女性学研究センターの設置が義務付けられるなど

した第 5 次開発 5 ヶ年計画（1989-1993/1994 年）でより具体的に女性の特質、尊厳に則した保護

がなされるべきとの認識が示されている（REPELITA V: 371）。国際女性会議の前後に起こる国内

のジェンダー政策の変化に加え、スハルト政権後のワヒド大統領下で発令された 2000 年のジェン

ダー主流化に関する大統領令も影響を与えており、80 年代以降の移住労働の女性化という現象
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とともに同条文に結実していると推測される。 

以上条文のみを見るに、本法律は斡旋業者の役割と責任を規定し、TKI の保護を謳っているこ

とから、これまで NGO が求めてきた移住労働保護の観点からは何の不足もないように思われる。

しかしながら問題は、同法を基礎としてさらなる実施規定の制定を政府や大統領、各省庁に求め

ている点にある。実施段階の不透明さから効果については疑問が提示されている（Krisnawati 
2006）。 

さらに、本法律はインドネシア人移住労働者の保護を掲げているが、これまで見てきたように雇

用手続きと移住労働者派遣に関する規定の割合が圧倒的に多い。大統領令や省令よりも上位の

規定ということで法制定自体には歓迎する向きもあったが、移住労働者の保護活動をおこなって

きた NGO からも、そして派遣を担う PPTKIS からも本法律は多くの批判を受けた。NGO 側は、実

施段階の不透明さに加え、すでに施行されていた「海外インドネシア人移住労働者の派遣に関す

る 2002 年労働・移住省大臣決定 104 号」と内容がほぼ同じであったことから前進のなさを指摘し

た。また、移住労働者を斡旋している PPTKIS は、仲介業者への規制強化に対して抵抗した。ス

ハルト政権末期の 90 年代以降移住労働問題を扱う NGO が出現し、それにより海外雇用における

アクターが増えたわけだが、NGO、斡旋業者それぞれの批判は、インドネシア政府が派遣と保護

の間のバランスをどのように取ってこのセクターを運営していくのか、課題が突き付けられているこ

とを示しているといえよう。 

 

6. 「保護」の焦点化――2006 年大統領令―― 

2004 年法の施行から 2 年後の 2006 年、法施行にあたって発令が指示されていた大統領令が

出された。本大統領令は、2005 年 12 月、現大統領スシロ・バンバン・ユドヨノがマレーシアへの訪

問を行った際にインドネシア人移住労働者から移住労働の各プロセスにおける搾取や汚職につ

いての不満を直接聞いたことが契機となって施行された。先に述べたように、マレーシアはインド

ネシア移住労働者の主要な受け入れ国であり、2002 年と 2004 年の 2 回、大量の強制送還を決行

している。主要派遣先としての重要性からマレーシアにおけるインドネシア人移住労働者の処遇

は現政府にとっても大きな課題となっており、現大統領はマレーシア訪問の度に大使館での移住

労働者との意見交換をおこなっている。 

表 7) 2006 年大統領令 No. 6 における政策、プログラム、行動 

政策 プログラム 行動数 

派遣に関するサービスの簡素化と脱中央化 5 

TKI の質・量の増加 7 

派遣 

One roof service システムを用いた送り出し地域での TKI に対

するサービス（オンラインシステムを指す） 

4 

アドボカシーと TKI の防護 1 保護 

TKI 保護についてのインドネシア大使館の機能の強化 1 

送り出し地域におけるスポンサー活動の排除 1 スポンサーの 

排除 出国／帰国における斡旋組織の排除 1 

TKI 派遣機関 TKI 派遣機関の専門化 5 

貸付機関 1 銀行機関の支援 

TKI による送金の運営 1 

出典：Krisnawati 2006: 13（括弧内は筆者） 
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また、現大統領はスハルト政権発足時に作られたインドネシア債権国会議の下での対外援助

体制から、国債発行による自律的な財政再建と経済回復への脱却を主張している。重要な歳入

資源である移住労働者の保護は債務依存の財政を変革したい現政権にとって優先的課題にな

っているといえよう。 

本大統領令により、2006 年 7 月には、移住労働の関係者が NGO と移住労働者本人を除く形

で労働・移住省の召集で集められた。本大統領令は 5 つの通達からなっており、表 7 が示すよう

に関係機関がとるべき説明責任と行動の類型が含まれている。 

特に、経済担当調整庁は本大統領令実施のため調整・監視チームを形成し、ワーキング・グル

ープも必要に応じて設置することが義務付けられたことから内部に「移住労働者の派遣と保護に

関するワーキング・グループ」、「送金に関連するワーキング・グループ」が形成された31。特に「移

住労働者の派遣と保護に関するワーキング・グループ」では同庁内に配置されている労働問題専

門員が座長となって、大統領令のモニタリングが行われている。本節では同グループの 終報告

書をもとに、「派遣」と「保護」政策についてみていくことにしたい。 

終報告書では、次の 4 点が論点として挙げられている。すなわち、第一に移住労働者に対す

るアドボカシーと保護、第二に移住労働者の保護の観点からインドネシア大使館／領事館の機能

の強化、第三に移住労働者の出身地域で移住労働者をリクルートしている詐欺的なチャロやスポ

ンサーの排除、 後に出国／入国地域の地方分散化、の 4 点である。 

第一の移住労働者に対する広報活動と保護について本ワーキング・グループは も多くの章

を割いている。マレーシアからの強制送還は頻繁にメディアで報道されており、本大統領令もマレ

ーシアにおける移住労働者の苦情を大統領が直接聞いたことから施行されるに至っている。 

第二のインドネシア大使館／領事館の機能の強化については、特に労働専門員の具体的な

配置計画が注目すべき点である。また、クアラルンプールの大使館は既に先例であるシンガポー

ル大使館に続いて、市民サービスの充実化を図っており、職員の補充や、窓口の増設、システム

のオンライン化、仲介業者や彼らと通じた大使館高官の排除等によって、サウジアラビアに続いて

多くのインドネシア人移住労働者を受け入れているマレーシアの大使館文化は一変したという32。

この点では、大統領令は一定の成果をあげているといえよう。 

第三の詐欺的なチャロやスポンサーの排除に関して、ワーキング・グループは、チャロやスポン

サーの存在自体が移住労働者の保護の観点から 大の問題だと捉えている33。ワーキング・グル

ープの報告書によれば、詐欺的なチャロやスポンサーに対する予防策、措置として①TKI 候補者

の派遣費用対策②法的水準における対策の 2 項目が挙げられている。①では、詐欺的なチャロ

やスポンサー行為の実態を解明すべくリクルートの各プロセスにおいてアクターのマッピングがお

こなわれ、地方自治体の管轄庁である内務省と労働・移住省との共同決議書（Surat Keputusan 
Bersama）の発行が目指されている。②では、労働・移住省、警察、 高検察庁との間で 2007 年 2
月に覚書が交わされ、詐欺的斡旋行為に対して断固たる措置をとる旨明記されている。また、地

方における移住労働者リクルートのプロセスにおいて労働・移住省地方局の役割をさらに強化す

ることも目標として掲げられている。これは、移住労働者の出身地域においては、チャロやスポン

サーの役割が依然として大きいことから、労働・移住省地方局を通じての雇用が目指されているも

のである。 

しかしながら、大統領令および報告書の提案は、理想的ではあるものの次の点において筆者の

現地調査からすると現実にそぐわない。第一に、労働・移住省地方局を通じてのリクルートが目指

されているが、労働・移住省地方局は州都や各地の中核都市に位置しており、多くの移住労働者

の出身地域からはアクセスが困難な場所である。筆者が現在調査をおこなっている西ジャワ州チ

アンジュール県のある村は、労働・移住省の地方局がある都市部まで公共交通機関を利用して 4
時間近く、交通費は片道 5 万ルピア程度必要である。これは、農園や材木工場での 1 日の収入が

7 千ルピア～1 万 3 千ルピア34の移住労働候補者にとっては大きな負担であり、地方局でのリクル
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ート一本化は非現実的であるといわざるをえない。 

第二に、合法的な斡旋業者と非合法すれすれの業務をおこなっているそれとの区別をおこな

わずに「排除」一本にしぼっていることもまた、問題点として挙げられる。コミュニティ内での移住労

働経験者の情報があるとはいえ、送り出し地域で候補者が情報を取得するのは困難であり、実際

に出国するにあたっては仲介の人間の存在が不可欠だ。こうした点においても本大統領令は現

状把握に欠けているのではないだろうか。第一の点とあわせて、保護が焦点となった割には現状

把握の度合いが低く、実現可能性に問題があるといえよう。 

こうした点を受けて「本大統領令は 1974 年の労働省令（植民地法に基づいたプランテーション

企業に対するクーリーへの配慮に関する省令）とさほど変わりがない（Krisnawati 2006: 14）」との

痛烈な批判もある。移住労働者がもたらす送金額は毎年上昇を続けており35、外貨獲得の手段と

してその重要性が年々増している。保護を掲げつつも移住労働者の送金に頼らざるを得ない状

況下での、本セクターの内部でのこうした矛盾は、「理念だけは高らかに謳いあげるいつものやり

方」36で、政府が建前ほどには保護に熱心でないことの表れであるとも考えられる。 

  

7. 結びにかえて 

 1998 年に 32 年間続いたスハルト政権が 97 年のタイのバーツ切り下げを発端とする金融危機か

ら政治危機に発展し国内の学生や女性運動の批判を受けて倒壊すると、インドネシア人移住労

働者の数はさらに増加した。表 1 で示したように、98 年には 41 万 1609 人、2000 年には 43 万 5222
人、2005 年には 47 万 4310 人と急カーブを描いて上昇を続けている。これは、正規滞在の移住労

働者数であり、非正規滞在を含めるとこの数はさらに増えていると想定される。そして、その 8 割以

上が女性であり、送金の額は、インドネシアの GDP の 2％強を占めるまでになっている（World 
Bank 2008）。サッセン（1998=2004）が「生き残りの女性化（feminization of survival）」と呼んだよう

に、インドネシアは政府歳入を女性に頼らざるを得ない状況にあるといえる。また、移住労働者個

人が抱える問題に目を向けるならば、移住労働者の出身地域における男性の職は限られており、

たとえ就職できたとしても収入は生活に必要な額には程遠い。筆者の現地調査から得た知見で

は、女性の渡航が雇用プロセスの制度化により促進されていることが明らかになった。例えば、就

労後に給料から差し引かれる形での男性の渡航に要する費用は概して給料 10 ヶ月分であるが、

女性の場合は 1 ヶ月から 3 ヶ月分が相場である。出発準備にかかるコストが安く設定されているた

め、女性の出稼ぎは男性のそれに比べて容易なのである。 

70 年代後半に始まった政府による送り出しは、2000 年代初頭まで後れた移住労働送り出しを

促進すべく、保護よりも民間斡旋業者参入の回路や派遣システムの整備に重点が置かれてきた。

移住労働の女性化が顕著となる 80 年代に中東諸国への送り出しに民間業者の参入を許可する

一方で、増える海外での事件については、実現可能性が低い「技能の向上」と「働く者の権利」の

名のもとに具体的な対応を回避していた。2000 年代に入って、「保護」が焦点化された法制定、大

統領令が相次いで出されたが、派遣プロセスの整備に重点が置かれるか、保護をうたう割には現

状認識の度合いが低くいまだに政府として課題を多く抱えていることがわかる。また、金融危機以

降に悪化した債務財政からの脱却と労働市場の確保が依然として、インドネシア政府が抱える現

実の課題である。政府は、保護を謳いつつも、派遣規制をおこなわなければならないという難しい

舵取りを迫られているといえる。 

 こうした状況を背景に、インドネシア政府は現在、再度、移住労働者の技能（keterampiran）を挙

げることによって問題の解決を図ろうとしている。政府関係者、NGO、メディア、そして移住労働者

自身も送り出し国の「よき」参照点として挙げるフィリピンの例に倣い、半／熟練労働者として看護

師や介護福祉士の送り出しを積極的に展開し始めたのである。2008 年 8 月に第一陣が到着した

EPA に基づいた日本への看護師・介護福祉士送り出しは、その試みの一例であるといえよう。80
年代、90 年代にも繰り返された解決策としての「技能」の向上は、国内の看護師養成の制度が整
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った近年にようやく、具体性を帯びてきた。実際インドネシア国内に設置された介護福祉士訓練

センターには、海外での家事労働経験者を積極的に参加させる意向が政府関係者から表明され

ており37、移住労働女性化のさらなる促進が示唆されるともに、インドネシアにおけるケア概念の生

成という新たなそして重要な問題群が提示されていることが指摘できる。 

 インドネシア政府の言説として繰り返し登場する「技能」の向上という方策は、今後どのような展

開を見せるのだろうか。また、女性移住労働者自身は、こうした政府の言説と施策に対してどのよ

うに交渉を重ねているのか。これについては別の機会に考察を加えることにしたい。 

 

                                                  
1 Rencana Pembangunan Lima Tahun スカルノ、スハルト体制下の 1956 年～1998 年まで 5 年ごとに策

定される。 
2 マレーシア、シンガポール、ブルネイ、香港、台湾、韓国、日本、その他 
3 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーン、カタール、ヨルダン、キプロス、エジプト、

その他 
4 インタビュー（2008 年 7 月 9 日於 BNP2TKI）による。 
5 Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
6 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  
7 Undang-undang No.39, Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri  

8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa 

9 インタビュー（2008 年 12 月 11 日於 BNP2TKI）による。 
10 インタビュー（2008 年 7 月 9 日於 BNP2TKI）による。 
11 2008 年 1 月 9 日のコンパス（Kompas）紙によると、BNP2TKI がこれまで有していた各種認可の権限

を地方政府に移譲するとの 2008 年労働・移住省大臣令 PER22-/ MEN/ XII/ 2008 が出された。たとえ

ば、①移住労働者にとって身分証明書を意味する「海外就労カード（KTKLN=Kartu Tenaga Kerja 
Luar Negeri）」発行や、②KTKLN 発行の条件である「出発 終準備（PAP=Pembekalan Akhir 
Penempatan）」の開催等が地方政府の権限となる。労働・移住省は人員の少ない BNP2TKI（現在の

人員数 200 人）に比して、各地方自治体に支部を有しており、この支部が以上の業務を事実上担うも

のと推測される。同記事によると、BNP2TKI は今後 G to G 送り出し業務のみを担うとも示唆されてい

るが、この件に関し BNP2TKI は、大臣令よりも上位にある 2004 年法、大統領令、大統領決定におい

て BNP2TKI の業務と権限は明記されていることから既存の法令に沿って業務を続行、その上で本大

臣令に関し、BNP2TKI の権限を確認するため大統領に直訴する意向をホームページ上で表明して

いた。その後、両機関は国民協議会第 4 委員会（労働、トランスミグラシ、保健、人口に関する委員

会）に召集され、移住労働問題に際しては協働するよう、そして労働・移住省は先の大臣令を撤回す

るよう注意を受けている（2009 年 1 月 31 日コンパス紙）。上記の内容と併せ、労働・移住省と

BNP2TKI の衝突が垣間見られる報道である。 
12 BNP2TKI のホームページより。 
13 2007 年、シンガポール、サウジアラビア、バーレーン、ヨルダン、アラブ首長国連邦、オマーン、カタ

ール、クウェートでの給与基準を引き上げる通達。 
14 Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 
15 2007 年は 499 社。労働・移住省におけるインタビュー（2008 年 12 月 9 日）による。 
16 2008 年 4 月 14 日、8 月 28 日、9 月 8 日コンパス紙。 
17 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

18 女性エンパワーメント国務大臣府 Safruddin Setia Budi 氏によれば、同府は大統領令のディスカッシ

ョン、モニタリングの各グループには入っているとのことだが同府は政策実施ではなく政策提言、調整

にその機能が特化されているため先の実施機関には名を連ねてはいない（2008 年 7 月 23 日於女性

エンパワーメント国務大臣府）。女性運動の側からはその立場への理解とともにジェンダー関連政策

遂行への懸念が示されている（2008 年 12 月 12 日インタビュー於 Koalisi Perempuan Indonesia より）。 
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19 Tati Krisnawati 氏へのインタビューより（2008 年 6 月 15 日～17 日於氏自宅）。 
20 第 4 節②で詳述。また、労働・移住省における 2008 年 12 月 9 日のインタビューによると、インタビュ

ー時点で 2008 年は 3 件の PPTKIS の運営許可を取り消したという。担当者はこれについて、「508 社

中 3 社の取り消しは多い」との認識を示した。 
21 2008 年 10 月 17 日、西ジャワ州チアンジュール県 A 市 B 村での本人へのインタビューによる。 
22 2009 年 2 月 8 日、西ジャワ州チアンジュール県 A 市 B 村での本人へのインタビューによる。 
23 BNP2TKI 海外振興部門振興局長 Dr. Endang Sulistyaningsih 氏へのインタビュー（2008 年 12 月 11
日於 BNP2TKI）による。 
24 1979 年 1 万人、1980 年 1 万 5 千人、1981 年 2 万人、1982 年 2 万 5 千人、1983 年 3 万人を目標

とした（REPELITA III: 292）。 
25 Pusat Antar Kerja Anter Negara 海外雇用センター 
26 AKAN は 1994 年に Direktorat Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri (Directorate of Overseas Manpower 
Services)と名称を変更し（Silvey 2004: 251）、のちの BNP2TKI の母体組織となる。 

27 イスラーム団体、ムハンマディア指導者である Dr.Lukman Harunのサウジアラビアにおける移住労働

者の現況報告から始まるこの論争は、女性移住労働者の「保護」を焦点として 1984 年 5 月に始まり翌

年まで続いた（Robinson 2000）。インドネシアは世界 大のムスリム人口を抱える国であるが、イスラ

ームにも多様な立場があることに注意されたい。また、現在のイスラーム団体や村落におけるイスラー

ム指導者の立場が、Robinson 論文内の論争時と異なることもあわせて指摘しておきたい。 
28 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan、公正実現のためのインド

ネシア女性法律扶助協会 
29 Solidaritas Perempuan、女性の連帯 
30 2004 年 3 月 15 日、LBH-APIK での聞き取りによる。 
31 経済担当調整庁労働問題専門員 Dr. Ir. H. Arifien Habibie 氏へのインタビュー（2008 年 7 月 24 日

於経済担当調整庁）による。 
32 2008 年 4 月 14 日コンパス紙より。 
33 経済担当調整庁労働問題専門員 Dr. Ir. H. Arifien Habibie 氏へのインタビュー（2008 年 7 月 24 日

於経済担当調整庁）による。 
34 2008 年 8 月 31 日時点で 1 円＝約 80 ルピア。 
35 2000 年 13 億 1000 万ドル、2002 年 21 億 8000 万ドル、2005 年 27 億ドル、2007 年 57 億 7000 万ド

ル、2008 年 1 月～7 月期で 30 兆ルピア＝約 28 億 6000 万ドル（2008 年 10 月 4 日コンパス紙）。 
36 2008 年 8 月 15 日、西ジャワ州チアンジュール県 A 市 B 村、移住労働経験者へのインタビューによ

る。 
37 インタビュー（2008 年 7 月 9 日於 BNP2TKI）による。 
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